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霞庭裁判所の現叛と課題
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は･じめに ： ・

家庭裁判所は》家庭や家族に係る紛争や，少年の非行について，そ

の背後にある原因を探りながら,’それぞれの事案に応じた適切妥当な
措置を講じ‘将来を展望した解決を図ろ:どいう理念に基づきｳ ｡昭和2
理年.1.月1日に創設された6

その基本的役割は創設から70年余を経ても変わることばないが，
社会状況や価値観の変化の中で，家庭裁判所に求めら流る具体的な役

割もまた変化じてきており,嫁庭裁判所I#, {そめ変化を踏まえつつ，
上記の理念の実現に向けて的確に対応していくこ:とが求めら.れている。

めたものである。
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家庭裁判所は今年で創股7"O.周年を迎えます｡その間の歩みの中で，

裁判所に持ち込.まれる毒件には常にその時々の社会経済摘勢や人々の

家族観.価値観が反映されてきましたが,湿時に蓋げる家産や社窪の在
りようの変化にはとりわけ目を見張るものがあり:,鼠事事件は，当事者

間の対立が先観化するなどL'て解決が困難な事薬が増えて省ています。
少年事件においても,鯛査や処遇判断に困難を覚える事件が少なくあり
ません｡また､ こうした変化i塁祥い, ･濠庭裁判所が社会で果淀すぺき鍵
割も;それに応じて大きく変わりつつあります6成年後見剰度についで：
は,成年後見制慶利用促進基本計画を受けて，市町村をは.じめとする関

． ． ． ： ． 、

係機関との間で連謹に向けた協鍵が進めらかていまず｡裁判所として
は,引き続き個々の事件処理における運用の改善に向けた努力を尽くし

ていく亨方で,計画の目指す地域連携ネットワ寺ｸの績築桐けて,關
係磯関とも協力していかなければなりません｡各職種がそれぞれの果た
すべき役割を改めて検討し,､関係機関との連携を強化するなどして,､家

庭裁判所としての機能を一層充実させてい‘〈ことが幸められます｡,
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(平成31年最高裁判所長官［新年のことば」より）
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第11 壷鍛の事件の概況
"

1 家亭壊件等の概況

令和2年の家事事件及び人事訴訟等事件の新受総件数ぱ1:10万5， 3

83件であり，この1畔簡で約36％増となっている。このうち宗事審
. ‐ I や .

判事件は92万6, 8:30件(10年間で約46％鞠,家事調停事件は
13万0， 937件(同約5％減)で， これらが全捧ゐ約96％を占めてD J ･

いる｡家裁隣これまでも社会経済情勢の変化に対応し,熱処理の鶴
や方式を工夫;改善してきたがj家事事件手続法(以下嫁事法｣という｡）
の趣旨やその背景にある国民の=-J震を踏まえて,事件の種別を問わず，
更に取組を深化させる必要がある。
(1)家事審判事件の概況…

：家事審判事件の約98％を占める別表第一~審判事件の新受件数にづい
ては,増加傾向が続いており;特Iと癖後見関係事件ゐ増”著しい。
、他方;男陵第二善鱸件の新受件数についてば平成25年以降》お
おむね緩やかな減少傾向にあったが,令和2年は,2万0， 376件と
増加(前年比約6％増)している｡：

． ’

②家事圏停事件の概況
。 ｡ ｡ . グ

家事調停事件の新受件数は＃平成’9年から平成2:4年まではおおむ
ね増加傾向にあったが，平成25年以降,おおむね緩やかな減少傾向に

一ー、

1
1

／

／

あるd､ ･- ･

側：人事鯨腿亭件の概況

； 人事訴訟事件の新受件数は，平成16年4月に家裁へ移管された後，
平成24年に最も多くなったが,輪25年以降は減少傾向にある｡
側子の返遷申立事件の鉦混… ， 、

｡ Q 、 ＄ 。 ・

子の返還申立事件の新受件数はf平成26年．(ただし,･施行された4
月以降)は9件，平成27年は26件,平成28年は25件,平成21
年は12件;輪ざ0年は27件,平成31年(令和元弱は16件，
令和2年は,8件であった守。．
、少年事件の概況： l･ : 、

少年保護難の新受人員賦職,4年以降減少しており,令和2年は，
5万1，， 485人揃年比約9％減｡ ､10年間で約68%")となってい
るdどの減少傾向は,:少年人口の減少が一つの要因と考えられるが,新受
人員は,少年人口ゐ”割合以上に減少している6
事件種別で見ると，交通関係事件は一貫して減少しており,令和2年は
2万2; 257人(轆比約9％減)となった｡これは, 1:0年前と比べ
ると約6'％減少したことになる｡また伺様に一般事件も減少しており，
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令和2年は2万9， 228人（前年比約9％減）となった。一方，凶悪犯

椴人,放火j強盗及び強制性交等).賎平成24年から平成29雫まで
は減少傾向にあったが，平成30年に一旦増加に転じた後,令和2年は5

24人(同約29弘増）となった6 ：

個別の事件を見ると,社会鰄心を集める重大事件や，資質や家庭等の
環境に根深い問題を抱えた少年の事件が少なくない｡複雑多様な事件につ

･ . ． へ ●

いて，適正な事件処理が求められているといえる。 ．

第2．2憲事事件関係
： q 、 ｡。 ． 。 ・

1 家事法の下における家事事件の処理に関し運用上検尉すべき事項.、
(1)憲事法肺の意蕊
平成25年'月に施行された家事法ぱ家族をめぐる社会状況や国民
の法意識の変化を背景に§当誇間の利害の対立が先鋭化し,解決困難
な紛争が増加しているという家事事伴を取り巻く現状にふさわしい法的

0 マ ｡ . . ･

紛争解決手続を実現しよ;うとす“のであり;家事事件の手続を現代社
会の要請に合致したものとするため,当事者等め手続保璋に資する規定
を拡充するなどし,また,手続戯り利用しやすくするための制度を森
設するなどしている。

、家事法の下における家事事件の処理に当たっては,法の規定を遵守す
ることは当然のことであるが,裁判官を始めとする各職員が，家事法が

制定さ雌背景をしつがりと理解した上,家事拳の趣旨に則るた運用の
実現に努め畳ごとが求められｾいる｡
倒歎事法の下における家事闘停の運瞥：
家事法の施行は,家裁の紛争解決機能の強化を実現するための重要な
契機と位置付けられるところであり,客家裁においてば家裁の主要な
事件である家事調停ゐ運営改善に師郷でいる6;
家事調停の運営改善の敢組におし､ては,裁判官はもとより;家事調停

． ． ： ． ． ・ ・ ;・

委員，書記官,家裁調査官等の関係職種がj問題意識を共有してそれぞ

れの役割を適切に果たしていく必要があり，定量的》定性的両面からの
効果検証の視点を持ちなｶﾐら， この取組を庁とﾙて継続してい:く,ことが

肝要と考えられる｡:このような観点から,鐺議会等においては,家事調
停における裁判官の効果的な関与の実現方法,裁判官と関係職種の果た
すべき役割を踏まえた書記官及び家裁調査官との合理的な役割分担や連，
携の在り方,取組の効果検証の在り方,勘果検証の結果を踏まえて取組
を修正し,これを継続，定着させていくための課題といった点について

議論が重ねられてきており,家裁においては,関係職種間の連携をベー
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スとした紛争解決機能の強化に取り組んでいくことが必要どの意識が浸
､透しつつある6 ．

今後は,今まで積み重ねてきた総論的な議鵠を,個別具体的な事件の
中でどのように実践していけるのかといった視点で検討を深めていくこ

とも蕊であり;職婚調停事件や子の鑑に齢蕊件など,裁判官の
ﾘｰダｰｼｯブと関係職種との連携が強く求められる複雑困難な事件類
型を意識しながら》更に取組を進めていくことが求められているｳ 、
また,新型ｺﾛﾅｳｲﾙ累鱗症の拡大防止の観薫からはゞ小規模の
室内で当事者と対面し比較的長時間にわたり事情聴取及び調整を行う従
前の調停の在り方をそのまま維持することは難しくなつ七おり〆調停手
続の利点を生かしつつ利用者のﾆｰズや生活様式の変化に対応する新た
な手続の在り方を検討?･模索していく必要があるb:そして":む喝この
機会にこそ,従前のやり方に囚わ耐,溺擦”本質･利点に立ち戻り,
これからの時代の当事者のﾆｰズに適う調停運営の在り方を瀧的に考
え実践していくととが必要かつ可能であり;難そのような必要性を関
係職種(調停委員を含む｡ )も含航共肴しや諏職になっているの
ではないかとも考えられる｡そこで,家庭局は,各庁から知恵を結集･‐
共有し,具体的な運営改善に生かし,つなげていく観点から，令和2年
5月以降に，各庁の検詞結果についての情報提供を受け,同年8月にそ

れを取りまとめたものを各庁に還元した｡また,同年ii月には，司法
研修所及び裁判所聯員総合研修所で合同実施された嫁事基本‘専門研
究会2(面会交淘及び奉蕊研講』においそ本爺組に関する鱸
が行われ,:同研究会の成果も踏まえて各庁で検討b実践が行われ,令和

3年'恥ら2月にかけて開催された家事事件担当裁判静協議会にお
いても本取組が霞議事項として採り上げられ,各庁における検討.取組
の状況や,その中で見えて誠課題及びこれに対する具体的な克服策の
実践例等を共有した上で.協議を行ったざさらに,本年5月に麗催され
た調停委員協議会でも採り上げられ,実際に調停運営を行う調停委員の
視点からの率直な受け止めを確認ｻるとともに,鯛停の基本的価値を損
法うことなく，合理的かつ充実した事情聴取.關整を実現するために調
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停委員が果たすべき役割等について協議を行づた｡今後本取組の更な

る実践の本格化が期待さｵL,本取組は,調停運営の在るべき姿を目指し
て検識実践と検証,修正を繰り返していく長期酌な取組となることが
想定されている。
倒．家事法の運用上の賭問題

申立書の写しの送付,子の意思の把握･考慮,電話,テレビ会銭,鯛
3
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停に代わる審判捌表第二に掲げる事項につき新設）等,家事事件の手
続に関し規赫新設されたものについては,それぞれ新設ざれだ趣旨等
を十分に踏まえた運用の定着に向けた実務が積み重ねられている.ところ

． ． , ： ． .： . 。 。 、
である。

…なお,家事事件に限らず,秘匿情報の適切な管理が課題とされており，

：名家篝においでは, これを実現繩ための礎間連携の在り方を含めた
検討や実践が進められている6 ′ ： ，

2後見圏係事件及び財産蝿腿鶴件の塞用見直し
.（1）後見鯛係事件の鰯見直”現状

： …後見関係事件は,平成12年4;月に現在の成年後見制度が始まって以
来増加の一途をたどっており；令和2年12月末日現在の管理継続中の
本人繩ji約24万1.., 000人に上っている(令訪箇年12月末日時
点は約23万3, .000人) 。また，政府競作成したオレンジプランに

よれば我が国における認知症看病者数は令和7年には約7“万人に
上ると推計されており，成年後見制度の利用者数は,今後更iこ増加ずる
ことiが見込まれる｡≠このような沃況がら;国民の成年後見制度に対する：
剛も高い状況にあり,近年,家裁においでは,従前の詞度運用本ﾉｰ
ﾏﾗｲゼ当芝ﾖﾝ, 自己決定権の鱸,身上保護の重視といった成年後
見制度の趣旨に沿ったものとなっているかという視点で検討を重ねてき

たp

とりわけ,後見等監督の在り労については,後見人の裁量を尊重する
とい‘う制度趣旨を踏まえたものとなっているかという点につい鵡:‘現状

を客観的に検証した上で;熱的な視点を持って見直しが進められ,;そ
の結果,後見火が家裁に報告する事項を潅施十分態範囲に絞り込み,
家裁が審査すべき事項を明確にするといつた新たな監督手法が取り入れ
、られた溌引き続き;新たな監督手法の定着庭向けた取組を進めていく
必要がある｡:今後は,成年後見制度の趣旨から在るべき後見監督の姿を
検討す-るどいう取組の理念を庁とじて継承していくこどが課題である。
②外部機関との連撚に向けた取組" ・

平成28年5月, ． ｢成年後見制度の利用の促進に関する法律」似下
I促進法」という。 ） :力瀧行された。同法に基づいて設置された｢成年

後見制度利用促進委員会』には,家庭局長も委員に任ぜられ,政府が策
定する｢成隼後見制度利用促進基本計剛(以下堪本計画｣という｡）
について盛り込むべき事項について議論が重ねられ，政府はj平成29

年3月に基本計画を閣議決定し,､平成29年度から,蕊本計画に沿って
制度の利用促進に関する取組が進められている。
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制度の運用を担う裁判所としても,政府における取組を踏まえ，国民

にとって利用しやすい制度の実現に向けた取組を進めていく必雲がある。
そのためには,後見等監督における運用の見直しに限らず,､成年後見制
度で利用ずる診断書の在り方,本人の生活状況等を踏まえた適切な後見
人の選任;後見開始後の本人及び後見人に対する鱸的な支援といった

. ： ． ．

点についても‘制度の理念に沿った運用の見直しを検討じでいくこと:が
求められる。また,裁判所内部における取組のみならず，地嫁社会全体
で後見人を支援することのできる環境整備とり”,利用者の身近な
ところで福祉行政を担っている市町村等やこれを支援ずる都道府県の関
与が不可欠であり,ま胸市町村等が中核的役割を担うためにも,身上
保護や財産管理において専門的な知見を有する専門職団体が行政の取組

． ． ． ；
に積極的に関与し略連携していくことが重要と考えられるb …ゞ
．この問題Iま鱗機関等との間の協議d運営を必要とずる重要課題どし
て司法行政的な対応を要し,事務局瀞事件部と一体となるそ庁全俸で取
組を進めていく必要があることから,平成29年度以降,毎年最嵩裁に
おいて後見関係事件事務打合せを開催しておりj令和･2年度も7月:に同
打合せを開催した｡同打合せにおいてば,:①中核機関等の整備及び機能
充実に向けた地方自治体等との連携,②基本計画を踏まえた後見人等の，
選任の在り方,③後見人等の報酬の在り方姦苫について意見交換等を行
った｡

前記②及び③に関しては,:家庭局と日弁連等の専門職団体との間で,
継続的に協議を重ねているも基本計画を踏まえた鐸見八等の選任の在り
方については家庭局と専閑職団体との間で認職の共有に至り,潮酬付与
の在り方については専門職団体からの意見を踏まえ,各家裁において今：
後の運用について暴体的な檬討を行うことについての理解を得て,"各家
裁での検討を行う際の参考となる資料を添付した家庭局第二課長書簡を、
平成31年1月に発出じたbまた,家庭局と専門職団体との間で,;親族

後見人に対ずる支援という観点から後見監督人に期待される役割につい
ても,今後の検酎の基本となる毒え方がおおむね共有さ雌ので;その
内容にjついて記載した家庭局第二課長書簡を令和元牟8月に発出した｡

さらに,家庭局と専門職団捧との間で,保佐人及び補助人に麹待される
主妻な事灘つし$て椴討のたたき台となる考え方が共有され;その内
容に列で鰄嘩家庭扇第二課長書簡を令和3年'月に発出した6現
在，各家裁において， これらの書簡を参考として,､親族後見人支援を中

核に据えた後見人や後見監督人の雛の運用等についての鯛を進める
とともに,後見入等が行った事務の内容等に応じて報酬を付与するどい

． 5 －
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う考え方に基づき，大規模庁における検討状況を参考としながら，新た

な報酬算定の考え方や,"外部に公表する報酬額のめやすの在り方につい

て検討が進められている。 : ､ ’ ． ．

令和元年度は,基本計画の対象期間である蜘靭中間年雌当たる
こと､から，専門家会議にお旅ｸ各施策の進捗状況壷踏まえ,:個別の課
簡の整瑠検討が行われ,諭2年朋,： ｢成年後見制度利用推進基本
計画に係る中間検証搾書｣ (以下｢中間検証報告割という。 ）が取
りまとめられた。 、

・令稚年餓,塞本許画の対象期間である5か年の最終年度であり》
基本謁画における施策の達成状況や次期許画における目標についての最

・ ． ． ： ・

終報告書が令和4年3月頃に取り康とめられる予定である． 、
このような状況も踏ま冠成年後見制度の利用促進に向けた地方自治

：． ， ． ．

”体等における実践的な検討や取組が進められることが予想される中，家
蹴も地方自治体や専門職団体等の外部機関と＋分に連携し,促進法,､基
本計画及び中間検証報告書の趣旨を踏まえて,家裁に求められている役
割を果たしていくごとｶﾐ求められる｡

成年後見制度で利厭ろ診断書腫いては,財産管理能力の確認に偏
・り過ぎているという指摘を踏まえ;判断能力についての医師の意見欄の

表現を見直すなどの改定を行うとともに,福祉霞係者が有している本天
；の生活状況等の情報を医師に伝え,より的確に診断を行ってもらうため,

平成3,恥月から,:新たに｢本人情報ｼ笥卜｣を翻しだ。
鰯不正防止に関する取組． 、 身

． ． ． ： 、

令和2年,月から,2月までに寒庭局に報告された後見人等による不
正事案ば1，86件,被害総額は約7億9, 000万円で｝平成27年を
ピークに減少し続けているものの(平成31年1月から令和元年12月

までに報告された不正事案は2”総礎総繩約,,億銭.000
万円)．なお社会的に許容される水準とはいいがたい状況にある｡。 ‘

不正対応にわいては,平成23年以来,客家裁踵おし1て;極鰄時
の緊急事務処理態勢の確立に向けた取組が進められており，一定の成果
を上げつつあるように思われるが;今後も引き続き不正対応の重要性等
について注意蓬喚起し;更なる不正稜害を防止するために必要かつ合理
的な措置を迅速に講ずるこどの重難を十分に謹織した運用を徹底する
こと･が必要である｡･ ､ ・

難,-後見制度支援信託については,平成2蝉2月から令和2年4
2月末日までの間に’ 2万7，257件が契約織吉に至っており'支部・

出張所における利用件数も徐々に伸びてきている｡ ．
6
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さらに;基本計画の閣議決定を受けて,~部の趣塚金融機関において,
後見制度支援預貯金の取扱いが開始された。同預貯金を取り扱う金融擬
関は徐々に増えており，平成30年1月から令和2年12月末日までの

間に3， 522件が契約締結に至ってし､る6今篠ほ, ､同預貯金を取り扱
う金融機関が更に増加することが予想される。
接見剃度支援信託及び後見制度支援預貯金のような不正防止鱸のあ
る金患商品については,更なる利用拡大に向けた各家裁の取組が期待さ

・ ：

れる6 ．

側龍管理事件の処理について
財産管理事件の新受件数に関する過去10年の動向を見ると,不在者
財産管理事件については,.･.&OOO件前後で推移しているのに対し》

相続財産管理事件は,年々増加を続け;令和2:年には2万3,617件
となり, '｡年間で約'、5倍となつだ。 :
：: 。 ． ｡

：財産管理事件において,定期的に財産状況を確認することの必要性や，

篁震霧篭鱒騒薑難聴戦蹴薑繊寅
:でば｡従来から強調されてきたところである。また,財産管理上の問題
:を把握した後晦後見関係事件と同様に,財産の流出を阻止ずる措置を
迅速に講返ることが求められている｡ ．
；管理終了に向けた計画的な清算手続に関連手るものと脈,相続財産

管理事件におげる不動産の国庫帰属につし《て;財奉省頚局が,令和2
年咄月に,ぎ法律上国庫帰属すべき不動産に関する事務の具体的鋤り
扱いを示すどともに,国庫繩財産の円滑な引継雪の実現のために,各
財務局等において関係機関との協力体制の構築に努めるよう各財務局に
周知する通達を発出している｡
』平成加年il月(一部の規定については令和元年6劇から所有者
不明土地の利用の円淵上等に関する特別措置法が施行されている｡同法
庭は,,所有者不明土地を適切に管理するため特に必要があると認めるど
きは,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁に対し,財産管
理人の選任を請求できるとする民法の特例が定め:られている｡今後国
の行政機関の長等からの財産管理人選任事件の申立てが増加することが

予想されるところであり，事案の性質に応じ榊個切な運用を行うこと
が求められている。

火事癖醗事件の適正かつ迅速な審瑠
家裁に人事訴訟が移管されて17年が経過した。その間，未済事件は，

匹成20年以降,年省増加し,平成23年12月末時点で1万件を超える

7

平成20年以降，
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：状態となっていたがj平成24年以降は’ 9j 700件前後で推移してい
たところ,令和2年12月末時点では?再び1万件を超えている。
’｣また,既済事件の平均審理鑪間は長期化する傾向におり,令和2年の平
均審理期間は13． 8月であった6朱済事件の平均審理期間も,平成24
年は若干短縮したものの;平成25年以降は長期化傾向に戻っていること
がらすると,平均審理期間の長期化の原因を長麹未済事件の優先崎な処理
に求めることは難しいと考えられる。 ：

ユなおf令和2年の既済事件の平均審理期間は,地裁で処理してり’た当時
（平成15年)より’も審理期間は約4， 5月長くなつている｡またj財産
分与の申立てがある離婚の訴えでば争点整理期間を中心に年受審理期間
が長期化しており陣歳”年ぼ'4､､4月,冷和群は'－7． 7月) ,，
財産分与に関する合理的かつ効率的な審理の在り方等にづいで錦ずるこ
とが必要であると指摘されている｡さらに,財産分与の申立てがないもの
についてもj審理期間が年食長期化していること(平成23年は9.:9月,
令和2年は,2， ，月）を直視した上で, 'その原因分析及び対応策の検討
が重要であると考えられるb ：

4国際的鶴の奪取の民事土の側面に関する条約の実施に関する法律の
・運用． ． 、

国際結婚が破錠した場合等にお耐て;子が国境を越えて不法に連れ去ら
れた際に,迅遠腫常居所地国に子を返還孝ること等を定めた掴際的な子

鰯窒震籍灘菫灘舞鑪鰯瀧鯛澤
筬25年最高裁判所規則第5号)も施行鋤た｡， 』 : ：
子の返還申立事件の第一審専属管轄を有する鯨識及び大阪家裁並び
に抗告審裁判所である東京高裁及び大阪高裁においては,適切な運用の確
立に向けた取組がされており， こ恥諫のところ,円滑な軸処理がされ
ているところである。東京も大阪以外の家裁に係属する親権者の指定若し
くは変更又は子の監謹に関する処分についての審判事件及びこれらの抗告
亭件においても,一定の場合に廷,上記実施法及び実施規則の適用がある
ところであり,"この点にづいては留意が必要である｡
5最近の立法の動向について

(近時成立した法律について)

（1）児童虐待対応に関ずる児童福祉法等の改正

遍童福祉法及朔童錨の防止等に関する法律の一部を改正する法律
が,平成30･年4月に施行された｡ ”
どの改正により,①児福法28条ゐ審判事件において家裁が都道府県
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に対して保護者指導措置を行うよう勧告できる場面瀞拡大し,:②保護者
の意思に反して2か月を超えて引巻錠き＝時保護を行おうとするときご
とに家裁の承認審判を必要とする制度が創設された。

． ：また，この改正法の職1第4条において,政府は,施行後3年を目処
として,"改正後の法律の姉状況等差勘案し;迩後のそれぞれの法律
の規定について検討を加え,その結果に基づ'耐て必要な措置を毒ず石も
のとされたことなどを受け,令和2年9渇か嵐児童相鰄に造ける一
痔保護の手続等の在り方に関する検討会が厚生労働省主催で開催され，
令和3年4月に取りまとめがされた｡現在,厚生鯛省, :法務誉及び最
高裁といった関係省庁等において,一時保護の開始の判断についての新
たな司法審査の導入に向けた様々な観点からの検討が行われている｡
②成年年齢の引下げ…

民法の成年年齢を,8歳に引き下げる民法の一部改主法が,平成80
年6月に成立し，公布された。この法律は,一部の規定を除き､令和4

年4月r日から施氣される｡
' 家事事件において,成年年齢引下げ後に影饗が及ぶものとしては,親

権喪失事件,･親権儲事件,管理権喪失事件;親権･管理権辞任許可事
件,未成年者を養子どずる場合の養子縁組許可事件;離縁後の未成年後
見人選任事件,灘縁後蝿権者の指定事件,未成年後見人選任事件I親
権者の指定凌更事件などがある。
側執行法制の見直し

民事紡法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施
O e . □ 四 0 ｡ . ｡ .

に関する法律が，令和元年5洞に成立しｰ公布された6:この法律は，一

部の規定を除き,令和2年4月i日に施行された。
．厚の法律のうち国際的な子の返還の強制執行に関するも”主鐙内容
は,①間接強制の前置に関する規律の髄し,②債務者の審尋に関する
規律の見直し,o子と債務者め同時存在に閏ずる規律の見直し,④債務
者の占有する場所以外の銅における執行官の権限等に関する規律ゐ見
直し,⑤子の身上の配慮に関する規律の新設である．民事執行雛つい

ては桓鐸的漉の砿め銅諦と同内容ゐ規識謝られた｡-〈
法改正を受けて,民事執行規則及び国際的な子の奪取の民事上の側面

ql

、
、
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に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等

・た齢ろ規貝0等の÷部が改走された｡ ．: : : ､: ､…
養育費の履行確保については， この法律によりi債務者の財産状況に

関する情報取得手続が新設され#蕊育費の権利者も, :法務局から不動産
に関する情報を(令和3年5月から),金融機関等から預貯金債権情報を，

、： 9
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市町村等から給与債権情報を，それぞれ取得できることにな･り，強制執

行を行いやすくなった｡な鐙，養育費不払い問題については,近蹄社
会的,政治的な関心がますます高まっており,”や与党嶬青麦不払

． ’

い解消に向けた複数の検討体が設けられ,現在も, ､裁判手続に関するも
のを含め,"運用改善や制度の見直じについて様々な議論がされているd ・
法務省の有織者会議では,運用改善事項陣いて令和2年9月に中間取

・ . 七 . ｩ． q ● ← e

りまとめ餌公表されており，同年’2月にほ制度的在り方についての取
りまとめも公表されている(いずれも各家裁に周知済み)6ここで取り上
げられた論点については"引き続き,後認9)の法制審議会民法(象族法
・制)部会においても,調査,審議が見込まれる.、
側成年被窪見入等め桧利制隠(欠格事由)の見直し，
成年被後見鳩の櫛1の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律が,令和元年明に成立じ;公布ざれ職この
法律猛,条文によっで施行日が異なり, :令和元年6月14日,同年9月
'i4日,同年1.2月,頁,同月14･日に分かれ主施行された3
この法律は,成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置と
して,成年被後見人及び被保佐人を資格;職種営業許可鋤ら=律に
排除する規定について， これを削除したり;心身の故障筆の状況を個別

的,実質的に審査し,必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)
差整備したりすることなどを内容としている｡ ． ． ：

また，会社法並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にお
‘ ． ． 。 ． ． ・ ・ ・ ニ

ける取締役等の欠格条項が削除されるなどの規定が設けられた会繼の
一部を改正する法律及び会社法の言部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整備琴に関する法律（令和元年,2月に成立し;公布さ縦;ミ
. ･･. .口 争 ● 。 ■

これらの法律は, .－部の規定を除いで飢令和3年3月1日なら施行され
た。 :. 、 ・

側特別養子縁組制度の改正

特別養子縁組制度の改正を内容とする民法等の一部を改正する法律が，
令和元年6月に成立し,公布された｡この法律はj一部の規定を除き:

■ ● ｡ U 今0

令和2年4月鯛に施行され箔
この法律の主濯内容は,①養子となる者の年齢要件等の見直し及び②

・ 2段階の手続の導入等;膳別養子縁組の成立の輪に係る規律の見直し
である。

法改正を受けて,家事事件手続規則の一部が改正執た｡
伺・生殖補助医療の提供等及びごれにより出生した子の親子関係に関す
る民法の特例に関する法律
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生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する

民法の特例に関する法律が,令和2年,2月に成立し,公布された.こ
の法律は,一部の規定を除き令和3年3月11日に施行された（第8

章の規定ほ,公布の日から鶴して'年を経過した日から施行される｡)‘

に齢鰹蒙塵繍灘鮭鶏篝露識毫
規定するとともに,:第三者の卵姜坤精子を用いた生殖補助医療により
出生した子の親子関係に凱,民法の特例を規定するものである。

・ 裁判実務に影響のある事項としては，第3章に，女性が自己以外の女

性の卵予(その卵子に由来する胚を含む｡)鯛いた難補助医療により
子を懐胎し,出産した･とき職"その出産をした女性をその子の母とする
. ： ．

ことが明示された(第9条)ほか, :妻が,夫の同意を得てj夫以外の男
性の精子〈その精子に由来する胚を含t,6)を用いた生殖補助医療にｴり
懐胎した子についてば夫は,民法第774条の規定にかかわらず,そ
の子鵡出であることを否認癌ことができない(第1｡条)旨が規定
されている｡" ‘ ： 、

例:登記制度･土地所有楮の在り方の見直し
所有者不明土地の利用の円滑化等に関ずる特別措置法が,平成30年
1胡.恰部の規定については令和元年6月)．に施行され,土地収用法
の特例などとともに,所有者不明土地差適切に管垂すうるため特に必要が
あると認あるとき'は,国の行政機関の長又は地方公共団体の長が,家裁
に対し,:不在者鱸管理人又は相続財産鱸人の選任を請求できるとす
る民法の特例が定められたも . : ： …・ ・

また,政府は，所有者不明土地問題の解決に向けた取組を加速してお
り,平成29年10月から,登記制度.士蛎有権の在り方に関する研
究会が開始され,､平成帥年2月に研究会の報告書が取りまとめられた6：

…これを受けて,同”鋤審毒会筆唱3回会議において,相続等によ
る所有者不明土地の発生を予防するための仕組み及びこれを円滑かつ適
正に利用するための仕組みを整備するために必要な方策について諮問が
行われ,同年宮月から法制審議会の民法.不動産登記達部会において審

． i 、 ．

議が行われた｡

令和元年12月の民法?不動産登記法(所有者不明王地関係)簿の改

罫雪麓寳蕊鬘鰐辮轆蕊灘言弱鬘
艤において要綱の採択及び答申が行われた｡要綱にはj民法等の見直し
として,財産管理制度,共有制度;遺産分割制度の見直しなどが盛り込
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まれており,これを踏まえた民法･不動産登記法等の改正に関する法案

が，同年3月に国会に提出され』同年4月に成立,公布された。

(法案の提出が検討されているものについて）
伺民法の鏑出推定制度に関寸ろ規定及び懲戒権に関する規定等の見直
,し

いわゆる無戸籍者問題解決に向けた取組の一環として，平成3.0年1
0月から，嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会

。 ． 、 1 ． ・

が開催され嫡出否認の訴えの提訴権者の拡大や出訴期間の見直しなど，
：嫡出推定制度に関する論点のほか,生殖補助医療によって生まれた子に

関する親子関係の整備等について議鵠がされ,令和元年7月に研究会報
告書が取りまとめられた。 ． ､

また,同年6月，に公布された児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正ずる法律においてl.政府は施行後2年を目途に
懲戒権にろいて定めた民法第822条の規定の在り方についで検討を加
え,:必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要な措置を講じ
るものとされたこど詮受け，陶月詮ら瀧権の規定の在り方に齢る研
究会で議論がされ,同年7月に研究会報告書が取りまとめられた。

伺年6月に開催された法制審議会第,84回奈議において;民法の嫡
，出推定制度に関まる規定及び懲戒権に関する規定等の見直しについて諮
問され,同年7月から法制審議会民法(親子法制)部会においてj鯛査・

審議が行われ,令和3年2月に開催された会議において囑法(親子法
制）等の改正に関する中間試案」が取りまとめられた｡‘同月から，この

中間試案に対ずるパブリック・ニヌ:ﾝﾄｶﾐ行ねれた。
働錘婚及びこれに関連する家族法制の見直L･ ;:

平成23年民法改正においｾは,･親権制度の見直しに併せて,民法7

蕊簔謹鰯蕊潔零溌雛識駕簔卿嘉
レ;ており,同改正の附帯決議においても離婚後の共同親権の可能性を含
めだ検討が求められている｡

令和元年1.1月より,･家族法研究会において，離婚後の子の養育の在

り方を含む家族法の課題についての議鈴がされ,令和3年2月に研究会

報告書が取りまとめられたb

このうち,養育費の取決めの確保･履行確保について,は,ひとり親家
庭の貧困の問題がコロナ禍により＝層深刻化してい喝との認織の下， こ
れまで様々な検討体での議論が蓄積され，面会交流についても，子の養

,12
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青における重要性に鑑み,~様々な畿論がされて来ているところである.．

：離婚及びこれに関連する家族法制の見直しについて廷,'令和3年2月
開催の法制審議会第189回会識において,諮問がされ,同隼3月から,
法制審議会民法(家族法制)部会において,調査･審議が行われている。
6謹事事件手続のIT化

令和2年7月17日に閣畿決定された｢世界最先端デジタル国家創造宣
言.官民デｰﾀ活用推進基本計画の変更にわし､てj及び｢成長戦略実行計
画･成長戦略フオローアップさ令和2年度革新的事業活動に関する実行計
画についてJにおいで，家事事件手続のIT化に関しては,司法府による

自律的判断を尊重しつつ, ､政府において,そのスケジュールを令和2年度

中に検討するときれた｡これを踏まえ,令和4年度までに一定の詰競を得
るどのスケジュールが示され,令和3年4月20日からは》公益社団法人
商事法務研究会の主催により「家事事件手続及び民事保全,執行, ･倒産手

続等'T化研究会｣が開催され,法制面での検討が始まっている｡
．これを受け,令和3年度は,まずは新型ﾕﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の感染状
況の推移等を踏まえ,東武‘大阪, :名古屋及び福岡の各家庭裁鰄に為､
て，家事調停手続の期日でウェプ会議の識行を開始することを目指して検
箭.鋪逹進敵いるところである。

1

~~、
ノ
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第3少年車件関係

’少年審判の樋能の更なる強化,事務処理の在り方の検匪･見直し
再非行少年の割合隅依然とじて高い水準にありb少年刑事司法全体
の再非行防止機能についてこれまで以上に厳しい目が向けられており，

家裁としては,少轄判が果たすべき役割を再認識し,｡その機能を充実，
強化する必要がある。 、 ・

少年審判の機能を十分に発揮ずるた麺には,關査段階のみならず,家裁
送致から終局決定まで,更には,快定後を含迩手続全体におし､て事務処理
*が適時適切に行われる必雲があり,かかる観点から;手続全体I直おける事
務処理の在り方について不断の検証,見直しが求められている｡

とり御ｵ,再非行防止の観点からは,少年の非行性が深刻な段階に至つ
ていない在宅事件についても,･少年審判の機能を十分に発揮するこ･と泌

要と考えられる｡:

また;決定識本を含む社会記録は,執行機関において少年に対する処
遇の方針及び計画を策定する上で重要な参考資料となるものであり，保護

処分は決定があれば確定を待たずに執行に節するため；拳件終局どほぼ
同時に記録の引渡しができるように努め,仮Iと同時に引渡しができない場

13 ，
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合にはj遅く､ども事件終局後’週間以内に，執行機関に到達するよう送付

する必要があることに留意しなけれ飾らない｡厚期送舳意義を再確認
し,必要に応じて事務処理の在り方を見直していくことが求あられてし$る。

2職垂iこよる国還付漆人制度等の透切な運用
裁量による国選付添人制度垂t職掌官関与制度の対象事傑の範囲拡大等
を主な内容どずる少年法の=部を改正する法律が,平成26年6月か．ら施
行された6"･

改正少難の下における裁量による国選付添人制度の運用については'
国鮒添人の必要性判断を,立法め経緯や制度の趣旨を十分に踏まえて適
切に行う&と遥に;選任過誤や選任遅滞を防止するため,普段から各庁の
実情を踏まえて事務処理態勢を見直したり,職種間の連携を強化したりす
るとどが極めて重要ど考えられ感"
なお,刑事訴訟法等の－部を改正ずる法律により，平成30年6月から

被疑者国選弁護人制度の対象箏件が拡大されているがiこれ}ごより裁量に
よる国選付添人制度と被疑者国選弁護人制駐の間で対象輔雄囲が異
なることとなったため,その点iこ留意して適切な処理を行う必要漆ある｡；
3少年鬮査票の薪たな様式について､‐
､家裁議養官が行壱蝿会調査の結果を, より的確に,読み手に分かり:や
すい形で報告できるよう，令和2年3月に少年調査票の新たな樺式を定あ

る通達が発出され；令和3年加月1日から実施される予定である｡
令和2年度には,東京家裁と大阪家裁において,新たな様式での少年調

¥ 凸● 、8 . 『 ？ P の

査票の記載方法について調査官糊ﾘ研究が行われ，その結果が全国に還元

された｡ :

・各庁において,東京家裁及び大阪家裁における調査官職ﾘ研究の結果報

告も活用して,同通達の実施に向けた準備が進められていると=ろであり，
家庭局としては,洛庁の状況を確認しつラゥ引き続き必要な支援を行って
いきたいと考えているb ;

4最近の立法作集の勤向につLiて
・ ・ も。 F ・

（近時成立した法律について).
： ．.． ： ． ・

少年法等の＝部を改正する法律

少年法等の一部を改正ずる法律が,令和3年5月に成立し,公布された。
この法律は,-令和4年4月1日から施行される｡：

本改正法は;: :’8歳及び’9歳の者について，少年法の適用対象としつ

つ;その適用において特例規定を整備した618歳及びﾕ9歳の者の取扱
いに関しては,全件家裁送致が維持された上で, ｡①原員腿送対鵜件の拡
犬,,@犯罪の軽重を考慮した相当な限度を超えない範囲での保護処分,③
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b

ぐ犯の対象からの除外, .④逆送決定後における不定期刑等の刑事事件の特

例規定の不適用⑤起訴後における推知報遣禁止の解除等の特例規定が整
： ← ． ． ． ：

傭され,併せて,更生保護法、少年院法等の関係法律の整備も行われた6

軍議鯛査官関係

窪裁飼査官の役劉9機能 ．

(1)検酎の必要性《 ：

家裁調査官は,これまで,時々の事件状況や家裁の態勢に庵じて,鱗￥
な事務を担ってきた6Lがし,近年,社会情勢の変化や相次ぐ法改正を
受けてﾙ家裁における事件処理の在り方が大きく変わろうとする中で,
，:家裁の擬能をより,充実さ登るために,'家裁調査官が担うべき役割･機龍．
を改めて検討することが求められている｡家裁調査官の合理的かつ癖
的な活用については,その役割6機能を明らかにした上で,､掛庁の事件

． 6 ． ． ． ．

動向事務処理態勢等の実情を踏まえて検討する必要がある。

倒華鞍鯛壷官の蝿6機髄
家裁調査官にi関してば家裁に設置された趣旨とその職務の法的根拠

から"その職務の根幹は,行動科学の知見及び技篝を戦どして,富実
の調査と調整を行うことにあるといえる｡具体的には,家裁調査官にほ,

法的視点からだけでは適切な判断や解決調を示菅ない場合に,行動科：
学の知見及び技法をいかしてj必要な事実を収集し,収集した事実を的

確に分析･評価じて客観的で科学的な裏付けを伴った将来予測を含む意

見を提出するどと強に:(｢銅科学蜘見等に基づく事実の調査｣）,』
そのような分析‘評価の結果に基づいて当事者，少年等Iこ対する働き掛
け÷関係機関との間での調整を行う(｢行動科学の知見等に基づく調整｣）
といった=とが蕊されているといえる‘これを踏まえ七j泉裁調査官
:の中核的な役割.縦は『掴科学の知見等に基づく事実の淘査と調整』
であると整理されでいる。

今後の課題､

第4

､･1

?～

ｂ
ｌ
ｊ
ｊ
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〃

〈
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〉

2今後の腺題､

多様な職種の職員から成る家裁が,今篠も社会の中で適切な役割を果た
すためには’家裁に特徴的な職種である家裁調査官燐その役割‘機能を
-f全に発葎するとともに,関係職種において,､それに関する蝿理解が深
まることが重要となるところ,令和元年1噸に, 、｢家裁調査官の役割・
‘機能｣と題する資料が配布された｡同資料は;家裁調査官の役割‘機能及
びそれに基づく調査事務について，家裁調査官自らが改めて認織を深める
とともに,裁判官を始めとする関係職種がこれを的確に理解し,認識を共
有するための視点を示し》たものである.同資料を活用して家裁調査官相互

15
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間での議論や関係職種間での意見交換が重ねられ，その成果が日常の調査

事務にいかされていくこどによって,塚鰯調査官による調翻鰯の質や技

謹礁撫撫雛難誓撫雛辨
り質の高い裁判が実現されると:とが期待される6雛昨各庁に鋤ては，
.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大防止の観点芯踏まえた調査事務の工夫等
についても検討されている溝そのような検討も含め,同資料は;艤身な
場面で広く活用されることが望まれるものであるd ･･

令和2年度の首臓裁飼査官が出席する協議会等においては,同資料を
基にした協灘通砿注だ,同資料を踏まえた調査事務の改善等の取組
における具体的な検討を通じてﾙ家裁調査官の役割･機能の認識共有が家
裁調査官に関する種々の施策を進めていく土での難たなるものであるこ
とが家裁調査官内蝿ぴ関係職種において理解されるとともに,役割.機

震篝蕊毒鱸=耀難鵜撫奎震
更なる認識共有を図ることはもとより，役割･機能について議論した結果

を具体的な実務に反決実践し,裁判官等どの相互議誇を通じて効果検証
を行いｳ更なる改善につなげていく必要力$あることが確認部ている．

一一

１
Ｊ

ロ

一

第5 ･家裁の裁判官の役割

鏑の熱官にほ,個々の事件を適切に処理することばもとより,書記
官のほ力、家裁特有の識調査官,鯛停委員,参与員等の多様な職種に対

■ ~ ◆■ ■ ● ｡■ 弓

するﾘｰダ寺ﾝツプを発揮して各職種の専門性や強みを生かしつつ, ､これ
らを統括し$組織としての家裁の運営にも積極的に関与する役割が求めら
れる｡すなわち,？:裁判官は,まず何よ・りも，個々の事件の処理におし､て主

体的に各職種をルドする委難取り組むことが必要であり,そのために
は,事件の内容や鶴を早期に的確に把握して審理糊と見通しを立てる
どいう他の裁判所の裁判官と変わらなし､役割が求められることはいうまで
もない｡書記官に対しては,進行管理上の留意点や法的調査の在り方等に
ついて適切通指示を与えるとともに,家裁調査官に対しても； .的確に調査
の要点を伝え,鯛査の進行中も常にその動向に配意し,中間的な口頭報告
を求めるばかりでな・く主体的にｹｰｽｶﾝﾌｧ:ﾚﾝｽを求めていくことな
どが必要と考えられる｡､

さ･らに,#家事調停事件においては;・裁判官が実質的かつ効果的に関与す
ることが必要であり,例えば,調停委員の指定や調停期日の指定について

も意を用いるIまか’解決方針の策定やそれに基づく合意形成に向けた働き
16 、
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掛けを行うために;､評議を積極的に行ったり,:必要に応じて調停期日冷の
立会いを行ったりする雄,調停委員任せにすることなく,手続の主宰者
として調停運営を中心となつそ進あていくことが重要である｡令和3年1
月から2月にかけて開催勤家事鯛停の運営改善の取組について協議が

■ ■ G 串 ． ､ ．

行われた家事事件担当裁半臆等協議会においても,裁判官の役割について，
法的観点がら紛争解決の軸を提供するとともに,澤続全体の進行にづいて：

心 ● の ■ ● O

大局的な視点から指揮する役割を“ているとの認職が共有された.
また鼠裁判官に賎個々の事件処理の面にと薯まらず’.司法行政的な側
面でも;庁どしての辮延雛勢の整備改善や関係機関どの連携の強化に
．主体的Iと取り組みう さらに,入間関係の面でも‘,信頼関係を築き連携を円
滑に行えるよう組織の一体化を図うていく.こども求あられるも例えば,新，
規立法や法改正に伴う事件処理態勢の構築,家事調停の運営改善の取組な
ど庁としての運用鰭の検討｡事件処理要嶺の雌,事件の類型に応じた
細則策定め密の検討,羊続選別(ｲﾝﾃｰｸ)基準の見直し,長期未済
事件の処理方針の策定, ;少竿や保護者に対する保鋤瀧の在り方など、
各種事件処理の在り方に対ずる各職種の共通鯛を深めるため,また…各
職種の力を結集して庁全体どしての事件処理の質の更なる向上に向けて；
他の職種を交えた齢の検討を主導することなどが求められる｡:差だ,対
外的にも,:福祉機関捜査機関"執行機関などの関係機関との協議会の運

。．
一

、
』

営などにも中心となって積極蜘こ関与ずることが望まれる。
以上
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